
平成３０年度 第１回  
全国健康保険協会熊本支部評議会 

開催日時：平成３０年６月７日（木）１４：００から１６：００ 
開催場所：全国健康保険協会熊本支部 ２階会議室 
    （熊本市中央区水前寺１丁目２０－２２水前寺センタービル２階） 
議題 
 １．健康保険法施行令及び健康保険法施行規則の改正 
 ２．平成３０年度事業計画重点事項_各グループ 
 ３．職域および協会けんぽにおける「がん検診」の比較 
 ４．その他（報告） 
   （１）．協会けんぽの適用状況・医療費状況等 
   （２）．第５回 協会けんぽ調査研究フォーラム 
   （３）．平成３０年度支部特別計上に係る経費 
   （４）．事業案内 

資料１ 
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議題１ 
 
健康保険法施行令及び健康保険法施行規則の改正 
（インセンティブ制度関係） 
 
   運営委員会（第91回）資料３参照 
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掲載月 掲載媒体 タイトル（その他 各種セミナー等でも情報を発信） 

Ｈ２９.９-１０月号 社会保険くまもと 健康保険料率決定の新たな仕組み～インセンティブ制度～ 

Ｈ２９.１１-１２月号 社会保険くまもと 
健診結果が「要治療」「要精密検査」の方には、必ず医療機関を受診
するようご案内をお願いします！ 

Ｈ２９.１２月 
納入告知書 
同封チラシ 

はじまります！健康保険料率決定の新たな仕組み 
～インセンティブ制度～ 

Ｈ３０.１月 メールマガジン 
はじまります！健康保険料率決定の新たな仕組み 
～インセンティブ制度～ 

Ｈ３０.３月 メールマガジン スタートします！生活習慣病予防健診申込みとインセンティブ制度 

Ｈ３０.４月 
納入告知書 
同封チラシ 

New！健診受診率が上がると健康保険料率が下がります。 

Ｈ３０.４月 メールマガジン 放置しないで！健診後の医療機関への受診はお済みですか？ 

Ｈ３０.５-６月号 社会保険くまもと 〈インセンティブ制度〉皆さまの行動が健康保険料率に直結します！ 

Ｈ３０.５月 
納入告知書 
同封チラシ 

放置はキケン！健診結果に応じた行動をお願いします！ 

毎月インセンテイブ制度の広報を実施 
インセンテイブ制度について、事業所がより具体的な対策をイメージし行動できる情報を発信 
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議題２ 
 
平成３０年度事業計画重点事項_各グループ 
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 ② 全職員による事業所訪問を開始 

日本健康会議 

健康経営
優良法人
認定 

 

[申請要件] 
協会けんぽに対
する健康宣言が
必須 

ヘルスター健康宣言事業所 
１,１４２社（３月末） 
ヘルスター認定2017 
 ３９３社（３月末） 

 
◆健診受診率100％でない事業所へ受診勧奨 
◆特定保健指導受入事業所数の増加 

 協会けんぽ熊本支部・熊本県 

ヘルスター認定2019 
ヘルスター健康宣言を必須として、 
『取り組み状況のヒアリング』と 
『健診結果データ』よりヘルスター認定 

全職員による事業所訪問 
協会けんぽのリーフレット、事業所カルテ、ヘルスター通信簿、Ｇｅカルテなどを用意
し、生活習慣病予防健診、特定保健指導、限度額適用認定、無効の保険証回収、被扶養
者調書、健康経営、健康宣言・ヘルスター認定、ジェネリック、健康保険委員、メール
マガジン、情報提供サービスなど協会けんぽの事業全般について積極的にご案内する。 

～必要に応じて支部の健康経営アドバイザーを派遣する～ 

東京海上日動 
 

アクサ生命 

ＰＤＣＡ 

申請 

計画 

取組 認定 

修正 

未宣言事業所 
約２７,０００社 

 
◆加入者数に応じて 
 健康宣言の勧奨を行う 
 
 
 
 

コラボヘルス 

協定先 

どう取り組
めばいい
のかな？ 

機密性2 
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機密性2 
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各種情報発信 

戦略的 
保険者機能 

【重点事項】 
業務グループの生産性の向上 

協会けんぽ 
企画部門 
保健部門 

審査者 

確認者 

決裁者 

給
付 

適
用 

部長・グループ長 
・業務量の精査・職員の能力の把握 
・業務量の多寡に応じた処理体制指示 
・進捗管理 
・専門的スキル向上のＯＪＴ実施 
 
  生産性の向上 

協会けんぽ加入者 

  各関係団体 
  県・市町村 
  報道機関等 

保険者機能の
軸足の移動 

限度額適用認定証
の利用促進 

 
 ・申請書、返信用封筒 
 の設置 
 ・代理申請の協力依頼 

サービス提供 

サービス
提供 

業務の標準化・効率化・簡素化 
「統一ルールの徹底」「山崩し方式」 

加入者 
医療機関 協会けんぽ 

②申請 
（窓口・郵送） 

③認定証交付 

①申請書 
 返信用封筒配布 

（申請書設置） 

④認定証 
 提示 

加入者 

協会けんぽ 医療機関 

①代理申請（郵送） 

②認定証送付 

（代理申請） 

③認定証確認 

主な事業 
・傷手、出手審査強化 
・傷手と障害年金等の適正な併給調整 
・柔整施術療養費患者照会 
 （長期施術者に対する新たな取り組み） 
・お客様満足度の向上への取り組み 
・ＳＳ100%達成 
・限度額適用認定証の利用促進 
（高額療養費に占める利用率84%以上） 
・高額療養費未請求者への勧奨 
・被扶養者資格再確認 
（マイナンバー収集業務の同時実施） 
 

日常のＯＪＴ実施 

日常のＯＪＴ実施 

基盤的保険者機能 

営業力 
向上 

スキル向上 
スピード向上 

スキル向上 
指導能力向上 

（生産性の向上） （生産性の向上） 

機密性2 
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（３）保険証回収の強化および債権管理回収の推進  
【基本方針】 ・保険証の一次回収催告をさらに早期化することで、喪失後受診による返納金の発生防止を強化する。 
  ≪ＫＰＩ 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を９６．０％とする≫ 
 ・返納金催告の効率的な実施、保険者間調整や法的手続きを積極的に活用し、債権管理回収業務を推進する。 
  ≪ＫＰＩ ①返納金債権（資格喪失後受診にかかるものに限る）の回収率を対前年度（６０．２１％）以上の６５．０％とする≫ 
  ≪ＫＰＩ ②医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合を対前年度（０．０４２％）以下の０．０４１％とする≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①手順書による事務処理の徹底 

②早期の全件調定 

③保険者間調整の更なる活用 

③法的手続きを含めた回収強化       

★Ｈ２９年度目標（現年度） 

 ・返納金：70.07％ 

 ・損害賠償金：98.05％ 

 ・債権全体：91.59％ 

★債権全体回収率：70.06％       

★Ｈ３０年度回収率目標（現年度） 

 ・返納金：70.50％以上 

 ・損害賠償金：98.00％以上 

 ・債権全体：90.14％以上 

★債権全体回収率：69.11％以上       

★Ｈ２９年度結果（現年度） 

 ・返納金：64.63％ 

 ・損害賠償金：96.32％ 

 ・債権全体：86.35％ 

★債権全体回収率：69.02％       

（１）資格点検・外傷点検の効果的な実施 
【基本方針】 点検手順書による統一的な事務処理を徹底し、効率的、効果的な点検を実施する。 
 
（２）内容点検業務の強化 
【基本方針】 行動計画に基づき、システムを最大限活用した点検を実施し、さらなる効果額の向上を目指す。なお、診療報酬改定
にかかる変更点に留意した点検を行う。 
 ≪ＫＰＩ 社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率を前年度（０．０３７２％）以上とする≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

効果額 Ｈ28年度 Ｈ29目標 Ｈ29結果 全国順位 Ｈ30年度目標 

外傷点検 253円 268円 335円 3位 312円以上 

内容点検 107円 138円 88円 40位 95円以上 

加入者一人当たり効果額 （熊本支部平均加入者数／Ｈ29：630,819人、Ｈ30見込み：640,000人） 

行動計画
の実施徹
底 

進捗管理
の徹底 

本部及び
点検専門
業者によ
る研修 

支払基金
との連携 

  内容点検強化の重点施策 

点検員のスキルは協会け
んぽ熊本支部の財産。 
情報は全員で共有し、加
入者のために成果を出す。 

債権回収の重点施策 

２－４．平成３０年度事業計画重点事項＿レセプトグループ 
機密性2 
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議題３ 
 
職域および協会けんぽにおける 
「がん検診」の比較 
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健が発0329第２号 
保保発0329第２号 
平成30年3月29日 

 全国健康保険協会理事長  
 健 康 保 険 組 合 理 事 長   殿 
 

厚生労働省健康局がん・疾病対策課長 
（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省保険局保険課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
「職域におけるがん検診に関するマニュアル」の策定について 

 
 平素より健康保険制度の円滑な実施について、格段のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 「がん対策推進基本計画」（平成30年3月9日閣議決定）において、「国は、職域におけるがん検診を
支援するとともに、がん検診のあり方について検討する。また、科学的根拠に基づく検診が実施
されるよう、職域におけるがん検診関係者の意見を踏まえつつ、「職域におけるがん検診に関するガ
イドライン（仮称）」を策定し、保険者によるデータヘルス等の実施の際の参考とする」旨が記載され
ています。 
 今般、別添のとおり、職域におけるがん検診をより効率的に行うことができるよう、そ
の技術的な側面の参考として、「職域におけるがん検診に関するマニュアル」を策定し、本年３月
２９日付けで公表しましたので、その内容についてご理解をいただいた上で、保健事業を実施するに当
たっての参考としてください。なお、職域におけるがん検診については、保険者や事業者
が、福利厚生の一環として任意で実施するものであることを申し添えます。  
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第３期がん対策推進 
基本計画の個別目標値 
 
・がん検診受診率：５０％ 
・精密検査受診率：９０％ 

※平成２８年国民生活基礎調査による 

約３０％～６０％(※)の方が 
「職域におけるがん検診」
を受けているとされる。 
国民に受診機会を提供する
意味でも非常に重要な役割
を担っている。 

「職域におけるがん検診」
は、法的根拠がなく、保険
者や事業者が、福利厚生の
一環として任意で実施して
いる。検査項目や対象年齢
等、検診の実施方法は様々。 

｢職域におけるがん検診を効率的に行うためには、｢職域におけるがん検診に対するガ
イドライン｣を、職域におけるがん検診関係者の意見を踏まえつつ策定し、保険者や
事業主はがん検診を任意で実施する際に、これを参考とすることが望ましい。｣ (※)と
されている。 

｢職域におけるがん検診に関するマニュアル｣が策定 

※平成２８年１１月に、｢がん検診のあり方に関する検討会｣においてとりまとめられた｢がん検診のあり方に関する検討会における議論の整理｣による 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

３－３．職域および協会けんぽにおける「がん検診」の比較 

12 

がん検診の種類 区分 職域におけるがん検診 （※）協会けんぽにおけるがん検診 

胃がん検診 

検査項目 
問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査のいず
れかとする。 

胃部レントゲン検査、本人の希望等により胃部レントゲン
検査に代えて胃内視鏡検査を実施することができる。 

対象年齢 
５０歳以上 
ただし、胃部エックス線検査については、当分の間、４０
歳以上を対象として差し支えない。 

３５歳から７４歳 

受診間隔 
原則２年に１回 
胃部エックス線検査を年１回実施しても差し支えない。 

１年に１回 

肺がん検診 

検査項目 
質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診とする。
喀痰細胞診は、質問の結果、原則５０歳以上で喫煙指数
（１日本数×年数）が６００以上と判った者に対して行う。 

胸部レントゲン検査 

対象年齢 ４０歳以上 ３５歳から７４歳 

受診間隔 原則１年に１回 １年に１回 

大腸がん検診 

検査項目 問診及び便潜血検査とする。 便潜血反応検査 

対象年齢 ４０歳以上 ３５歳から７４歳 

受診間隔 原則１年に１回 １年に１回 

乳がん検診 

検査項目 
問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）とする。
なお、視診及び触診は推奨しない。 

問診、視診（医師の判断により実施）、触診（医師の判断
により実施）、乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 

対象年齢 ４０歳以上の女性 一般健診を受診する４０歳から７４歳の偶数年齢の女性 

受診間隔 原則２年に１回 ２年に１回 

子宮頸がん検診 

検査項目 
問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とし、必要に応じ
て、コルポスコープ検査を行う。 

問診、子宮頸部の細胞診 

対象年齢 ２０歳以上の女性 
一般健診を受診する３６歳から７４歳の偶数年齢の女性 
    若しくは、２０歳から３８歳の偶数年齢の女性 

受診間隔 原則２年に１回 ２年に１回 

協会けんぽ
のがん検診

は３５歳
から実施 

（※）生活習慣病予防健診に含まれている『がん検診』 
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    リスク発見者 約１５人に１人     リスク発見者 約３人に１人 

    リスク発見者 約１４人に１人 

    リスク発見者 約７人に１人     リスク発見者 約１０人に１人 

「生活習慣病予防健診」が増えると「がん検診」受診者数が増える 

リスク発見者：健診結果で「経過観察」.「要治療」.「要精密検査」.「治療中」の判定を受けた者 
－ 平成27年度 協会けんぽ熊本支部 生活習慣病予防健診（被保険者のみ）の実績 － 
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その他（報告） 
 
（１）．協会けんぽの適用状況・医療費状況等 
 
   運営委員会（第91回）資料４参照 
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その他（報告） 
 
（２）．第５回 協会けんぽ調査研究フォーラム 
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出所：第５回 協会けんぽ調査研究フォーラム 
  「平成３０年５月２３日 協会けんぽのジェネリック医薬品使用促進に向けた取組等について」より 
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出所：第５回 協会けんぽ調査研究フォーラム 
  「平成３０年５月２３日 協会けんぽのジェネリック医薬品使用促進に向けた取組等について」より 
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出所：第５回 協会けんぽ調査研究フォーラム 
  「平成３０年５月２３日 協会けんぽのジェネリック医薬品使用促進に向けた取組等について」より 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

19 

その他（報告） 
 
（３）．平成３０年度支部特別計上に係る経費 
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（３）．平成３０年度支部特別計上に係る経費 

20 

2018/1/18開催された全国健康保険協会熊本支部評議会（平成29年度 第5回）
の中でお示しした平成３０年度支部事業計画及び予算（特別計上）のうち、 
広報・意見発信経費の一部を変更するもの。 

【変更前】 

広報・意見発信経費（支部予算枠を超過する部分が特別計上分となる） 

事業名 内容 経費(千円) 

１ （継続）紙媒体による広報 
納入告知書同封チラシ、社会保険事務説明会で使用
する資料の作成 

962 

【変更後】 

広報・意見発信経費（支部予算枠を超過する部分が特別計上分となる） 

事業名 内容 経費(千円) 

１ （継続）紙媒体による広報 
納入告知書同封チラシ、社会保険事務説明会で使用
する資料の作成、健康宣言取組項目ポスター 

962 
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その他（報告） 
 
（４）．事業案内 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

（４）－１．ニュースリリース掲載実績 
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掲載日 掲載媒体 
掲載面／ 
掲載ページ 

タイトル 

Ｈ３０.２.２ 熊本日日新聞社 ２０面 ジェネリック医薬品セミナー （開催告知） 

Ｈ３０.２.３ 熊本日日新聞社 １４面 
イオンで健診ワオンをゲット 
協会けんぽが初企画16、17日宇城店で 

Ｈ３０.２.１０ 熊本日日新聞社 ２３面 
協会けんぽ熊本支部セミナー 
後発薬の安全性 理解を 

Ｈ３０.２.２７ 熊本日日新聞社 ５面 協会けんぽ窓口 熊本支部一本化 来月から 

Ｈ３０.３月号 くまもと経済社 ２７８ページ ジェネリック医薬品セミナーに約70人 

Ｈ３０.４.１３ 熊本日日新聞社 １８面 
協会けんぽ 40～74歳健診データ分析 熊本県民像 
ちょっと太め 朝食抜きがち 血糖値が高め 

Ｈ３０.５月号 くまもと経済社 １５９ページ 
ヘルスター健康宣言普及などで連携協定 
（損保ジャパン日本興亜ひまわり生命） 

Ｈ３０.５.２６ 熊本日日新聞社 ２５面 
無効の保険証使用 増加 
協会けんぽ熊本支部 負担分3700万円に 

毎月１回以上のニュースリリースを実施 
協会けんぽの事業について、加入者・事業主のみならず広く県民一般の方々に対しても広報を展開 
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（４）－２．平成３０年度熊本県内年金事務所主催「社会保険事務説明会」 
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「社会保険事務説明会」への講師派遣 
協会けんぽの取り組みについて、社会保険事務担当者へ情報を発信 

開催日 開始時間 会場名 

平成３０年６月１８日（月） 
１０：００ 

玉名市民会館 
１３：３０ 

平成３０年６月１９日（火） １３：３０ つなぎ文化センター 

平成３０年６月２０日（水） １３：３０ 合志市総合センターヴィーブル 

平成３０年６月２１日（木） １３：３０ あさぎり町深田校区公民館 せきれい館 

平成３０年６月２１日（木） １３：３０ 荒尾市総合文化センター 

平成３０年６月２２日（金） 
１０：００ 

熊本県立劇場大ホール 
１４：００ 

平成３０年６月２５日（月） １３：４５ 阿蘇市農村環境改善センター 

平成３０年６月２６日（火） １３：３０ 松島総合センターアロマ 

平成３０年６月２７日（水） １３：３０ 宇土市民会館大ホール 

平成３０年６月２８日（木） １３：３０ やつしろハーモニーホール 

平成３０年６月２８日（木） １３：３０ 天草市民センター 
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（４）－３．医療機関・薬局の窓口における被保険者証の確認について 
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保険医療機関、保険調剤薬局（県内３，１１４件）へポスター配付 
窓口における保険証の確認について、関係団体連名のポスターを掲示していただくよう依頼 
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（４）－４．健診ご担当者様へ大切なお知らせがあります。 
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高血糖・高血圧未治療者の事業所（６７３社）へ受診勧奨チラシ配付 
健診結果に応じた行動について、健診ご担当者様から対象者へ受診勧奨していただくよう依頼 


